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議
案
第
三
十
号 

 
 

 

訴
え
の
提
起
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

訴
え
の
提
起
に
つ
い
て 

 

文
京
区
は
、
次
の
と
お
り
訴
え
を
提
起
す
る
。 

一 

件
名 

 
 

不
当
利
得
返
還
等
の
請
求
に
関
す
る
民
事
訴
訟 

二 

相
手
方 

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○ 

○
○
○
○ 

三 

概
要 

 
 

保
険
医
療
機
関
の
開
設
者
及
び
管
理
者
で
あ
る
相
手
方
は
、
入
院
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
配
置
に
つ
い
て
施

設
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
八
年
六
月
か
ら
令
和
二
年
一
月
ま
で
の
間
の
療
養
の
給
付
等
に
係
る

診
療
報
酬
を
請
求
し
、
こ
れ
を
不
当
に
受
給
し
た
。 

 
 

こ
の
た
め
、
文
京
区
は
、
相
手
方
に
対
し
、
令
和
五
年
一
月
六
日
を
期
限
と
し
て
当
該
診
療
報
酬
の
返
還
を
請
求
し
た
が
、
相 

手
方
は
、
当
該
請
求
分
に
関
し
て
一
部
の
返
還
義
務
の
否
認
と
、
そ
の
余
に
つ
い
て
八
割
の
減
額
の
提
案
等
を
行
っ
て
き
て
お
り
、

当
該
期
限
を
過
ぎ
た
後
も
支
払
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。 



 

2 

四 

請
求
の
趣
旨 

 
㈠ 

相
手
方
に
対
し
、
主
位
的
に
不
当
利
得
の
返
還
を
、
予
備
的
に
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
と
と
も
に
、
こ

れ
ら
に
対
す
る
利
息
又
は
遅
延
損
害
金
を
支
払
う
こ
と
を
求
め
る
。 

 

㈡ 

訴
訟
費
用
は
、
相
手
方
の
負
担
と
す
る
。 

㈢ 

仮
執
行
の
宣
言
を
求
め
る
。 

五 

訴
訟
遂
行
の
方
針 

 
 

訴
訟
に
お
い
て
請
求
が
認
容
さ
れ
な
い
と
き
は
、
上
訴
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
十
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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